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○ 学校法人二松学舎役員等の報酬に関する規程 

（平成元年12月21日制定） 

 

   第１章 総 則 

（目 的） 

第１条  この規程は、学校法人二松学舎（以下「本学」

という。）役員等の報酬及び退職手当等について定める

ことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程で用いる用語の定義は、次の各号のと

おりとする。 

 ⑴ 常勤役員とは、理事長または常任理事のうち、常

勤者で、かつ本学が設置する学校の専任教職員でな

い者をいう。 

 ⑵ 学内理事とは、理事（常任理事を含む。）のうち本 

学が設置する学校の専任教職員である者をいう。 

 ⑶ 学外理事とは、前第２号以外の理事（常任理事を 

含む。）をいう。 

 ⑷ 役員報酬とは、常勤役員に支給する報酬及び報酬 

の加算並びに役員に支給する賞与をいう。 

 ⑸ 退職手当等とは、常勤役員の退職手当及び役員の 

在任期間に対する功労金をいう。 

第２章 常勤役員の報酬 

（報酬月額） 

第３条 常勤役員の報酬月額は、本学給与規程別冊に定

める次の俸給表によるものとし、号俸は、年齢・経験

年数等を勘案して決定するものとする。 

 ⑴ 理 事 長 第１表、第１表Ａまたは第１表Ｂ 

 ⑵ 常任理事 第２表５級、第２表Ａまたは第２表Ｂ 

（報酬の加算） 

第４条 常勤役員の報酬は、毎月支給の報酬のほか６月 

 ・12月及び３月に前条の報酬月額に専任職員の賞与と

同率の割合を乗じて得た金額を加算して支給するもの

とする。 

（支給日） 

第５条 第３条及び第４条に定める報酬の支給日は、本

学給与規程を準用する。 

（昇 給） 

第６条 常勤役員の昇給は、本学給与規程を準用する。 

   第３章 役員賞与 

（支給基準） 

第７条 役員賞与の支給月及び支給金額の基準は、別表 

 第１のとおりとし、個人別支給額は、理事長の裁定に

よるものとする。 

 

 

   第４章 退職手当等 

（退職手当） 

第８条 常勤役員が退職するときは、退職手当を支給す

る。 

２ 本学の設置する学校の専任教職員に引続き常勤役員

になった場合の在職期間の計算は、専任教職員の期間

を通算するものとする。 

３ 退職手当の額の決定及び支給方法は、本学退職金規

程を準用する。 

（功労金） 

第９条 役員が退任するときは、役職及び在任期間に応

じて功労金を支給する。 

２ 功労金の基準は、別表第２のとおりとし、計算され

た額を理事会において審議し、支給額を決定するもの

とする。 

３ 功労金の支給方法は、本学退職金規程を準用する。 

   第５章 その他の報酬等 

（評議員の報酬） 

第10条 評議員の報酬は、評議員会出席１回につき３万

円を支給するものとする。 

（評議員会議長等の手当） 

第10条の２ 評議員開催１回につき、議長及び副議長に

３万円を支給するものとする。 

（推薦委員の手当） 

第10条の３ 役員等及び評議員の選任にあたり、設置す

る推薦委員会の委員に対し、委員会出席１回につき３

万円を手当として支給する。 

   第６章 補 則 

（実費弁償） 

第11条 役員等は、その職務遂行のため必要な費用の弁

償を受けることができる。 

２ 役員等及び評議員の理事会、評議員会出席等のため

の旅費は、本学旅費規程による。 

（公 表） 

第12条 本学は、この規程を以って、私立学校法第100

条に定める報酬等の基準として公表する。 

（改 廃） 

第13条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴き、理

事会が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２年１月１日から施行する。 
  附 則（平成３年10月24日） 

 この規程は、平成３年11月１日から施行する。 

  附 則（平成26年２月25日） 

 この規程は、平成26年４月１日から施行する。 
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  附 則（平成29年４月25日） 

 この規程は、平成29年４月１日から適用する。 

附 則（2020年３月24日） 

 この規程は、2020年４月１日から施行する。 

   附 則（2022年３月22日） 

 この規程は、2022年４月１日から施行する。 

附 則（2025年３月25日） 

この規程は、2025年４月１日から施行する。ただし、

第10条及び第10条の２については、2025年５月27日から

施行する。 

 

別表第１ 役員賞与の支給月及び支給金額 

 
 
別表第２ 功労金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 
給 
月 

６月 標準月額の３カ月分 理事会開催日

12 月 標準月額の６カ月分 同 上

３月 標準月額の３カ月分 同 上

９万円以内

 支   給   金   額 支 給 日

標準月額
理 事 長

常 任 理 事 
学 外 理 事 学 内 理 事 監     事 

 
学長である理事 

12 万円以内 ９万円以内 ９万円以内 ６万円以内

監 事 ２万円   役職の期間に切上げるものとする。

理 事 ２万円    る。また役員間の異動で１月未満の端数が生じた場合は、上位の

役  職  名 在職１カ月につき支給金額 計   算   方   法 
理 事 長 ５万円 １  役員が同日付または翌日付で再任した場合及び引続き役職を異

常 任 理 事
３万円 

 にする役員に委嘱された場合は、引続き在職したものとする。

学 長 で ある 理事 ２  在職期間に１月未満の端数が生じた場合は、切上げるものとす


